
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

公
益
法
人
等
の
責
務

一

公
益
法
人
は
、
公
益
目
的
事
業
の
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、
運
営
体
制
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
財
務
に
関
す
る
情

報
の
開
示
そ
の
他
の
そ
の
運
営
に
お
け
る
透
明
性
の
向
上
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
の
二
第
一
項
関
係
）

二

国
は
、
一
の
規
定
に
よ
る
公
益
法
人
の
取
組
を
促
進
す
る
た
め
、
必
要
な
情
報
の
収
集
及
び
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
支

援
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
条
の
二
第
二
項
関
係
）

第
二

公
益
認
定
の
基
準

以
下
の
事
項
を
公
益
認
定
の
基
準
と
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

一

当
該
法
人
の
行
う
公
益
目
的
事
業
に
つ
い
て
、
第
五
の
一
の
規
定
に
よ
る
収
支
の
均
衡
が
図
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
見

込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
第
五
条
第
六
号
関
係
）

二

各
理
事
に
つ
い
て
、
監
事
（
監
事
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
各
監
事
）
と
特
別
利
害
関
係
を
有
し
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
。
（
第
五
条
第
十
二
号
関
係
）



三

理
事
の
う
ち
一
人
以
上
が
、
当
該
法
人
又
は
そ
の
子
法
人
の
業
務
執
行
理
事
又
は
使
用
人
で
な
く
、
か
つ
、
そ
の
就
任

の
前
十
年
間
当
該
法
人
又
は
そ
の
子
法
人
の
業
務
執
行
理
事
又
は
使
用
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
な
い
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず

る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
で
あ
る
こ
と
（
毎
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
法
人
の
収
益
の
額
、
費
用
及
び
損
失

の
額
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
勘
定
の
額
が
い
ず
れ
も
政
令
で
定
め
る
基
準
に
達
し
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。
）
。
（
第
五
条
第
十
五
号
関
係
）

四

監
事
（
監
事
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
監
事
の
う
ち
一
人
以
上
）
が
、
そ
の
就
任
の
前
十
年
間
当
該
法
人

又
は
そ
の
子
法
人
の
理
事
又
は
使
用
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
な
い
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め

る
者
で
あ
る
こ
と
。
（
第
五
条
第
十
六
号
関
係
）

第
三

欠
格
事
由

公
益
法
人
が
公
益
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
係
る
公
益
認
定
の
欠
格
事
由
か
ら
、
公
益
法
人
か
ら
公
益
認
定
の
取

消
し
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
に
係
る
も
の
を
除
外
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
条
関
係
）

第
四

変
更
の
認
定

収
益
事
業
等
の
内
容
の
変
更
に
つ
い
て
は
行
政
庁
の
認
定
を
要
し
な
い
も
の
と
し
、
当
該
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
行



政
庁
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
一
条
及
び
第
十
三
条
関
係
）

第
五

公
益
法
人
の
事
業
活
動
等

一

公
益
目
的
事
業
の
収
入
及
び
費
用

公
益
法
人
は
、
公
益
目
的
事
業
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
事
業
に
係
る
収
入
を
そ
の
実
施
に
要
す
る
適
正
な
費
用

（
当
該
事
業
を
充
実
さ
せ
る
た
め
将
来
に
お
い
て
必
要
と
な
る
資
金
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
積
み
立
て

る
資
金
を
含
む
。
）
に
充
て
る
こ
と
に
よ
り
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
期
間
に
お
い
て
、
そ
の
収
支
の
均
衡
が
図
ら
れ
る
よ

う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
四
条
関
係
）

二

使
途
不
特
定
財
産
額
の
保
有
の
制
限

１

遊
休
財
産
額
の
名
称
を
使
途
不
特
定
財
産
額
と
改
め
、
使
途
不
特
定
財
産
額
の
算
定
対
象
か
ら
公
益
目
的
事
業
継
続

予
備
財
産
（
災
害
そ
の
他
の
予
見
し
難
い
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
公
益
目
的
事
業
を
継
続
的
に
行
う
た
め

に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
保
有
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
公
益
目
的
事
業

財
産
）
を
除
外
す
る
と
と
も
に
、
公
益
法
人
の
毎
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
使
途
不
特
定
財
産
額
の
保
有
に
係
る
基

準
額
の
算
定
に
つ
い
て
、
当
該
公
益
法
人
が
当
該
事
業
年
度
前
の
事
業
年
度
に
お
い
て
行
っ
た
公
益
目
的
事
業
の
実
施



に
要
し
た
費
用
の
額
を
基
礎
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
）

２

公
益
法
人
は
、
毎
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
公
益
目
的
事
業
継
続
予
備
財
産
を
保
有
し
て
い
る
場
合
に
は
、
翌
事

業
年
度
開
始
後
速
や
か
に
、
当
該
財
産
を
保
有
す
る
理
由
及
び
そ
の
額
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
を
公
表
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
六
条
第
三
項
関
係
）

三

公
益
目
的
事
業
財
産
等

公
益
目
的
事
業
財
産
及
び
公
益
目
的
取
得
財
産
残
額
の
算
定
方
法
に
係
る
規
定
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第

十
八
条
及
び
第
三
十
条
関
係
）

四

区
分
経
理

公
益
法
人
は
、
公
益
目
的
事
業
に
係
る
経
理
、
収
益
事
業
等
に
係
る
経
理
及
び
法
人
の
運
営
に
係
る
経
理
を
そ
れ
ぞ
れ

区
分
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
収
益
事
業
等
を
行
わ
な
い
公
益
法
人
で
あ
っ
て
、

そ
の
行
う
公
益
目
的
事
業
の
内
容
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
区
分

経
理
を
要
し
な
い
こ
と
と
し
、
当
該
公
益
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
運
営
に
必
要
な
財
産
以
外
の
財
産
を
公
益
目
的
事
業

の
た
め
に
使
用
し
、
又
は
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
九
条
関
係
）



五

事
業
報
告
へ
の
記
載
事
項

公
益
法
人
は
、
事
業
報
告
に
、
各
事
業
年
度
に
お
け
る
公
益
目
的
事
業
の
実
施
状
況
、
公
益
法
人
の
運
営
体
制
そ
の
他

の
公
益
法
人
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
一
条
第
四
項
関
係
）

六

財
産
目
録
等
の
行
政
庁
に
よ
る
公
表

行
政
庁
は
、
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
公
益
法
人
か
ら
提
出
を
受
け
た
財
産
目
録
等
を

公
表
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
二
条
第
二
項
関
係
）

第
六

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
七

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る

日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
等
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
か
ら
第
十
条
ま
で
関



係
）

三

関
係
法
律
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
関
係
）


